
倉敷の環境白書 
令和６年度版 

倉敷市



 今、私たちは、地球温暖化や生き物たちの絶滅の危機、ごみの問題など様々な

問題に直面しています。この冊子は、私たちが住むまちの環境について、興味を

もつきっかけになれたらと思い作成しました。 

 私たちがこれからも安心して気持ちよく暮らせるように、みんなで協力して、

できることから取り組んでみませんか。 

 

倉敷市の目指す環境イメージ 

 

 
 
目指す環境イメージを実現させるため、本市では「倉敷市第三次環境基本計画」

を定め、５つの基本目標とその基礎となる共通目標を作りました。 

 この冊子では目標に沿ってその取組をまとめました。 

 

 

 

 

※各目標の最初のページに、目標に関連するSDGsのロゴを掲載しています。 

 
SDGｓの説明（企画経営室ホームページ） 

くらしき環境キャラクター 

「くらいふ」 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/35384.htm
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/38816.htm


表紙絵コンテストについて 
 

本市の環境について、より多くの方に興味をもっていただけるように、市内在住

または市内に通学している小・中学生を対象に表紙絵コンテストを行いました。 

 最優秀賞を受賞した作品を表紙に、特選を受賞した作品を裏表紙に掲載していま

す。たくさんのご応募ありがとうございました。 
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３
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４
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部
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裏
表
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《
中
学
生
の
部
》 

「人と虫の共存」 

連島南小学校 4年 杉浦航平さん 

「由加山の川にいたカルガモ」 

北中学校 1年 藤原蒼汰さん 

「きれいな海（イルカと女の子の旅）」 

中島小学校 5年 大澤明日音さん 

「海は ぼくの ともだちいっぱい」 

中島小学校 1年 佐々木結人さん 
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６
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入
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《
小
学
生
１
～
３
学
年
の
部
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中島小学校 3年 

北山ひまりさん 

連島南小学校 1年 

谷山裕星さん 

中島小学校 1年 

佐々木湊人さん 

連島南小学校 5年 

山下梅樂さん 

本荘小学校 6年 

冨士𠩤由菜さん 

中島小学校 5年 

北山陸玖さん 

北中学校 3年 

岩﨑悠人さん 

北中学校 3年 

谷澤瑛祐さん 

味野中学校 2年 

中塚慎平さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

「倉敷の環境白書」表紙絵コンテストは、令和 7年度も実施予定です。

皆様のご応募をお待ちしています。 

佳
作 

《
小
学
生
１
～
３
学
年
の
部
》 中島小学校 3年 

玉城佑樹さん 

連島南小学校 2年 

杉浦志穂さん 

連島南小学校 1年 

藤田椛恋さん 

連島南小学校 1年 

稲田陽七乃さん 

中島小学校 4年 

若松紗希さん 

本荘小学校 4年 

松下祐大さん 

連島南小学校 4年 

藤田梨花さん 

二万小学校 5年 

田淵凛乃さん 

佳
作 

《
小
学
生
４
～
６
学
年
の
部
》 
佳
作 

《
中
学
生
の
部
》 

味野中学校 1年 

安東和奏さん 

味野中学校 1年 

石村あさひさん 

味野中学校 1年 

中村亮介さん 

北中学校 2年 

石田新さん 
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環境白書本編及び資料編は、本市のホームページでもご覧いただけます。 
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冊子中、詳しい情報のあるホームページへのリンクを QRコードにてご案内しています。 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kankyou_hakusho/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 

 

環境施策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1部では、第三次環境基本計画で掲げている 5つの基本目標及び共通目標の体系に沿って、令和 5年

度の本市の環境の現状と実績を報告します。また、詳細な各種データは資料編として別冊にまとめています。  



  

 

 

 

 
 

１ 自然環境の保全 

多くの動植物が生息する豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくため、生物多

様性基本法第13条に基づき、「倉敷市生物多様性地域戦略」を策定し、自然環境の

保全・自然とのふれあいを促進する取組を行っています。 

 
（１）河川・用水路の整備における野生生物の保全 

身近な生物が生息しやすい環境を創出するため、水路改修時に魚巣の設置を行うなど、自然環境

に配慮した整備を行っています。また、希少野生生物の生息地の保全のため、河川、用水路改修時

に専門家のアドバイスを得て保護移動などの保全対策を行っています。 

 

 

 

 

  

 

◇ 水辺に生息する希少野生生物 

                                            
1
国内の絶滅のおそれのある野生生物のうち、人為の影響により存続に支障を来していると判断される種を指定している。 

スイゲンゼニタナゴ  国内希少野生動植物種1、絶滅危惧ⅠＡ類（環境省レッドリスト） 

 水路改修や外来魚の影響、観賞用の密漁などで減少しており、岡山

県などの山陽地方の一部のみに生息しています。 

▶令和 5 年度は、7 件の保護移動を実施しました。 

カワバタモロコ    特定第二種国内希少野生動植物種、絶滅危惧ⅠＢ類（環境省レッドリスト） 

 ため池や水路の改修による岸辺植生の消失や、外来種の影響などで

減少しており、静岡県以西の本州の一部に生息しています。 

▶令和 5 年度は、4 件の保護移動を実施しました。 

ナゴヤダルマガエル  絶滅危惧ⅠＢ類（環境省レッドリスト） 

 生息地である水田の宅地造成などの開発により減少しており、本

州、四国の一部に生息しています。生息地保全のため、水路改修や

水田埋立工事等の際は、関係者と対策を協議するなどしています。  

保護移動の様子 魚巣の設置 

基本目標１  

自然環境が守られ、環境と経済・社会とのバランスが保たれているまち 

1

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tiikisenryaku/


 

 

（２）植物の生育環境の確保 

 絶滅が危惧される植物を保護するため、草刈りや保護地を設けるなどの対策を行っています。 

 

（３）自然保護監視員の選出 

倉敷市自然環境保全条例に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自

然環境の保全と回復に関する取組への協力や、自然環境について情

報提供をいただいています。いただいた情報については「自然保護監

視員だより」として、市のホームページに掲載しています。 

▶令和 5 年度末現在 26 名（任期 2 年） 

 

（４）市民参加型の生き物調査 

自然環境により関心を持っていただけるよう、高梁川流域を対象

に、市民の方から生き物の報告をいただく調査を実施しています。令

和5年度はカメについて調査を行い、110件の報告をいただきました。 

 

 

ミズアオイ      準絶滅危惧（環境省レッドリスト） 

 岡山県内では、ほとんど見られなくなり、毎年、身近に観察できる

のは倉敷川河畔の保全地区だけとなっています。 

▶令和 5 年度は、県の指定希少野生動植物専門員・巡視員、倉敷市立

自然史博物館友の会などと協力し、草刈りやヌートリアの食害防止

フェンスの設置、観察会や種まき会などのイベントを開催しました。 

シラガブドウ     絶滅危惧ⅠＢ類（環境省レッドリスト） 

 高梁川流域のみに分布する野生ブドウの仲間です。市内では少なく

なってしまったことから、船穂町愛宕山（あたごやま）公園内及び

倉敷市船穂町堆肥センター内にシラガブドウ保護地を設け、保護に

努めています。 

サギソウ、トキソウなどの湿生植物 

 大規模工事に伴って自生地が影響を受けたり、消滅したりすること

が予想される開発予定地のサギソウ、トキソウなどの湿生植物を保

護するため、種松山地内市所有地の一角、約 4,300 ㎡を野草移植地

として整備しています。 

講習会の様子 

調査内容・調査結果について 

2

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/10909.htm
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37309.htm


  

 

（５）自然環境の調査 

大規模開発が予想される地域や良好な自然環境を有する地域、外来生物などについて次のとおり

調査を実施しています。 

 

調査地域・調査事項名 年度 調査地域・調査事項名 年度 

倉敷市における自然環境の現状 S48 高梁川河川敷 S57 

由加台地環境保全調査 S49 酒津八幡山地域 H1 

福山山系、林熊野神社周辺、下津井城山 S50 児島由加山地域 H6･H7 

鴨ヶ辻山系 S52 向山地域 H17 

竜王山山系 S53 倉敷市外来生物調査 H21・H22 

種松山山系 S54 真備町妹地区 H24・H25 

弥高山山系 S56 真備町 R2 

 

（６）外来生物に対する啓発 

市内には、外来生物法の特定外来生物2に指定されているオオキンケイギク、ヌートリアをはじめ、

多くの外来生物が生息しており、生態系を変えてしまうおそれがあります。令和5年6月1日からアカ

ミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定され、引き続き飼育はできますが、野外

へ放すことが禁止されました。 

また、特定外来生物ではありませんが、水稲に被害を及ぼすスクミリンゴガイについても、ホー

ムページなどで対策方法の周知に努めています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                            
2
外来生物のうち、人の生命・身体、生態系、農林水産業へ被害を及ぼすもの。飼育・運搬などが原則として禁止されている。 

ヌートリア アメリカザリガニ ミシシッピアカミミガメ 
(ミドリガメ) 

アライグマ 

オオクチバス 
（ブラックバス） 

オオキンケイギク セアカゴケグモ スクミリンゴガイ 
（ジャンボタニシ）

外来生物に関する情報 
スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の 

対策方法 

3

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/5093.htm
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/112134.htm#itemid112134


 

 

２ 人と自然とのふれあいの確保・促進 

（１）美しい森・ふれあいの森管理事業 

「倉敷美しい森」（曽原）、「真備美しい森」（真備町市場）、「ふれあいの森」（児島上の町）、「船穂

町ふれあいの森（愛宕山公園）」（船穂町水江）を、身近な生き物とふれあい、観察できる場所とし

て整備・管理しています。 

 

（２）探鳥コースの設置 

野鳥の観察にふさわしい12箇所を探鳥コースとして設定し、探鳥案内板を設置しています。 
 

 

  

弥高山

八幡山

▲

▲

大平山▲

竜王山▲ 水島臨海工業地帯

亀島山▲

鶴形山▲

向山▲

足高山▲

種松山▲

鴨ケ辻山▲

福山▲

由加山▲

仙髄山▲

竪場島

鷲羽山▲

釜島
六口島

瀬戸大橋

上水島下水島

児島ＩＣ

水島ＩＣ

玉島ＩＣ

高梁川

し
ん
く
ら
し
き

ＪＲ山陽新幹線

山
陽
自
動
車
道

にしあ
ち

くらしき

水
島
臨
海
鉄
道

倉敷ＩＣ

きよね

なかしょう

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

水　島　灘

瀬　戸　内　海

下津井港

▲竜王山

▲三百山

井原鉄道

ＪＲ山陽本線

ＪＲ山陽新幹線

Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線

Ｊ
Ｒ
瀬
戸
大
橋
線

Ｊ
Ｒ
伯
備
線

霞橋

高梁川大橋

水島港

至 坂出

こじま

かみのちょう

きみ

ちゃやまち

溜川

濃地諸島

水島臨海
工業地帯

玉野市

岡山市

早島町

総社市

矢掛町

浅口市

真備美しい森  

ふれあいの森 
倉敷美しい森  

由加 
探鳥コース 

日差山 
探鳥コース 

真備琴弾岩 
探鳥コース 

ふなお 
探鳥コース 

浅原 
探鳥コース 

向山 
探鳥コース 

種松山 
探鳥コース 

藤戸 
探鳥コース 

竜王山 
探鳥コース 

三百山 
探鳥コース 

船穂町ふれあいの森 

円通寺 
探鳥コース 

大平山 
探鳥コース 

市の鳥：カワセミ 

探鳥コースの案内 

4

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tanchou/


  

 

（３）啓発用冊子（くらしきの自然シリーズ） 

自然保護意識の啓発や生きもの観察の手引きとなる冊子を、現在9種類作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

３ 環境と地域経済の調和 

（１）環境保全協定（公害防止協定） 

大規模工場による公害問題が深刻化した昭和40年代から、法律や条例による規制に加え、企業の

自主的施策推進のため環境保全協定3（公害防止協定）を締結し、公害防止を求めてきました。市及

び県は、協定締結企業に対し、施設の新増設を行う際などには事前に協議を行い、環境保全対策の

徹底を図るよう指導しています。 

 

 

（２）環境分野の研究・開発事業展開の促進 

環境関連技術の開発や環境産業分野に関する市場規模の拡大が期待できることから、立地企業に

対する助成や環境負荷を軽減する設備の投資に対して助成を行っています。 

 

 

助成実績（令和5年度） 

  

                                            
3 公害防止の手段として、地方自治体や住民等が企業との間で締結する協定をいう。企業の責務内容を法令より厳しく定め、企
業が自主的に公害防止に努めるもの。 

環境保全協定（公害防止協定）締結数（令和5年度末現在） 77件 

新増設などに関する事前協議数（令和5年度） 54件 

企業立地促進奨励金 1件 

設備投資促進奨励金 62件 

冊子のデータ 

水島コンビナートの遠景 
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https://www.city.kurashiki.okayama.jp/38490.htm


 

 

  

 

 

 

１ 緑の保全・緑の創出 

「倉敷市第二次緑の基本計画」を策定し、「豊かな緑と水に囲まれた環境、花と

緑あふれる暮らしを未来につなぎます。」という基本理念に基づき、緑を守り、緑

を創り、花と緑あふれるまちづくりを協働で展開しています。 

 

（１）自然保護協定 

岡山県自然保護条例に基づき、10ha以上の大規模開発に対して、県、市、開発事業者の3者で自然

保護協定を結んでいます。 

 

自然保護協定締結数（令和5年度末現在） 6件 

 

（２）市指定天然記念物保護事業 

本市指定の天然記念物には、「雨笠（あまがさ）の松」「影向（ようごう）

の松」「鳳凰（ほうおう）の松」「荒神（こうじん）の楠」「祝（いわい）神

社のクスドイゲ」があります。このうち三本の松については、保護事業と

して、松くい虫防除や葉ダニ防除などの薬剤散布を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）くらしきの巨樹・老樹 

昔から地域の人々に親しまれてきた巨樹・老樹（地上1.3mの高さで

幹周3m以上）を「くらしきの巨樹・老樹」として認定しています。主

な樹種としては、クスノキ、イチョウ、ムクノキなどです。 

 

  くらしきの巨樹・老樹認定数（令和5年度末現在） 57本 

雨笠の松

影向の松 荒神の楠鳳凰の松 祝神社のクスドイゲ 

真備町岡田のクスノキ 

基本目標２  

潤いと安らぎ、歴史的・魅力的な景観を有しているまち 
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（４）緑化の推進 

緑と花のあるきれいな環境をつくるためには行政の取組だけでは不十分であり、市民・企業の方を

巻き込み、みんなで協力するとともに継続して取組を行うことが重要です。本市では、みなさんが美

しい緑や花とふれあえる機会を増やすことや、緑のまちづくりに参加できる取組を行っています。 

 

  

フラワーロード・もてなし花壇 

 地域の方々などの協力のもと、歩道を季節の花で飾るフラワーロー

ド事業を実施しています。倉敷中央通り、鷲羽山通り、水島商店街

通りにフラワーボックスを設置しています。 

また、駅・バスステーションなどに「もてなし花壇」としてフラワ

ーボックスを設置し、観光客へ市民による手作りのもてなしを実施

しています。 

くらしき都市緑化フェア 

 緑化意識啓発のため、くらしき都市緑化フェアを実施しており、

苗木などの配布や緑化フェアコンサート、木工教室など、様々な

催しがあります。 

▶令和 5 年度は、倉敷みらい公園を会場として実施しました。 

 

花いっぱいコンクール 

 花と緑の美しいまちづくりを推進するため、家庭や職場・学校・

自治会等で育てられている花と緑の優秀な花壇等を表彰してい

ます。 

▶令和 5 年度は、家庭部門 7 件、コミュニティー部門 6 件、学校・

職域部門 12 件の合計 25 件の応募がありました。 

緑のカーテン事業 

 

緑のカーテン（つる性植物で建物を覆う等）は、建物内の室温上

昇抑制、エアコン使用抑制（省エネ）につながる地球温暖化対策

です。ゴーヤの種・苗配布のほか、緑のカーテンチャレンジ（出

来ばえ募集）実施による取組・啓発を推進しています。 

▶令和5年度は、22件の応募がありました。 

 

緑のリサイクルや、生垣・花壇の補助金については、公園緑地課のホームページへ 緑のリサイクルや、民有地緑化の補助金については、公園緑地課のホームページへ 
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２ 景観づくり 

伝統ある歴史や文化が織り成す美しい景観は、本市の大きな魅力の一つであり、今後も歴史的資

産として活用するとともに、保全に努めなければなりません。 

 

（１）景観形成重点地区の指定及び候補地区の選定 

 地区の特性を活かした景観形成を特に重点的に推進する地区として、倉敷駅周辺地区を指定しま

した。また、4地区（下図①～④）を景観形成重点地区の候補としています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

倉敷駅周辺地区 

①酒津地区 

②旧玉島港周辺地区 

④下津井周辺地区 

③児島ジーンズストリート周辺地区 

景観形成重点地区及び候補地区 位置図 

      

④下津井周辺地区          ③児島ジーンズストリート周辺地区 

 

①酒津地区 
 

 
倉敷駅周辺地区 

 

 
②旧玉島港周辺地区 
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（２）伝統的な町並みの修理・修景への補助 

倉敷の美しい町並みの維持のため、保存地区内の建造物等につい

て、住民の理解と協力を得ながら適切な修理修景を行い、本市固有

の歴史的な景観を保存しています。これらの修理修景に対して、指

導を行うとともに助成措置を講じています。 

 

伝統的な町並みの修理・修景状況（令和5年度） 

地区 件数 補助金額（千円） 

伝統的建造物群保存地区 6 件 43,747    

伝統美観保存地区 0 件 0    

玉島町並み保存地区 0 件 0    

 

（３）良好な景観の形成や眺望を保全するための施策 

良好な景観を形成するために、景観に大きな影響を及ぼす建築物等を対象に、届出制度による景

観誘導を行っています。また、良好な景観づくりの維持のため、屋外広告物を管理しています。 

 

景観計画区域内行為の届出実績（令和5年度） 

対象行為 行為の届出 うちデザイン協議(※) 

建築物 31 件 17 件     

工作物 30 件 1 件     

(※)諮問件数 

 

屋外広告物管理事業実績（令和5年度） 

屋外広告物申請 

屋外広告物表示新規許可 347件    

屋外広告物表示更新許可 1,028件    

屋外広告物除却届 112件    

屋外広告業登録 4件    

特例屋外広告業届 18件    

屋外広告物の 

簡易除却 

はり紙 18件    

はり札等 0件    

立看板等 0件    

のぼり旗 0件    

 

 

大規模な建築物につい

ては、都市景観審議会

でデザイン協議を行っ

ています。 

電柱の張り紙の除去

景観に関することについては、都市景観室のホームページへ 

 

町並み保存などに関すること

については、文化財保護課の 

ホームページへ 
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１ 水環境の保全 

（１）河川・海域の水質の状況 

良好な水辺環境、健康で安心して暮らせる環境づくりのためには、河川などの良好な水質を保全

することが大切です。本市では、倉敷市公共用水域等水質測定計画などに基づいて、河川 21 地点、

海域 21 地点で水質調査を実施しています。 

河川・海域の公共用水域には、人の健康の保護に関する「健康項目1」27 項目と生活環境の保全に

関する「生活環境項目2」13 項目について、環境基準3が定められています。これらの基準を達成し、

維持することを目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
1 カドミウムやふっ素など、人の健康に被害を生じるおそれのある汚染物質。 
2 pH や BOD・COD など、生活環境に影響を与えるおそれのある汚染物質。 
3 人の健康の保護や生活環境を保全するうえで、維持されることが望ましい基準。水質汚濁に関するもののほか、大気汚染、土壌
汚染、騒音についても環境基準が定められている。 

基本目標３  

水と空気と大地がきれいで、常に安全でおいしい水が届き、 

安心して暮らすことができるまち  
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◇ 河川の状況 

令和 5 年度の河川における健康項目は、すべての地点で環境基準を達成

していました。 

河川の生活環境項目は、利用目的により分類された類型ごとに基準値が定

められています。このうち、河川における有機物汚濁の代表的な水質指標で

あるＢＯＤ4（生物化学的酸素要求量）の各河川の環境基準適合率は、次の表

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 海域の状況 

令和 5年度の海域における健康項目は、

すべての地点で環境基準を達成していま

した。 

海域の生活環境項目は、利用目的によ

り分類された類型ごとに基準値が定めら

れています。このうち、海域における有機

物汚濁の代表的な水質指標であるＣＯＤ5

（化学的酸素要求量）の環境基準適合率

は、次の表のとおりです。 

 

 

                                            
4 微生物によって水中の有機物が酸化分解される際に消費される酸素量のこと。数値が高いほど水が汚れていることを示す。 
5 酸化剤によって水中の有機物を分解する際に消費される酸素量のこと。数値が高いほど水が汚れていることを示す。 

水域名 類型 
ＢＯＤ 

基準値
(mg/L) 

適合率(％) 

高梁川下流 Ｂ 3 以下 100 

倉敷川 Ｃ 5 以下 100 

里見川 Ｄ 8 以下 100 

小田川（真備地区） Ｂ 3 以下 100 

河川全体  100 

海域におけるＣＯＤの環境基準適合率（令和 5年度） 

水域名 類型 
ＣＯＤ 

基準値
(mg/L) 適合率(％) 

水島地先海域（乙） Ａ 
2 以下 

0 

備讃瀬戸 Ａ 75 

水島地先海域（甲） Ｂ 3 以下 86 

玉島港区 Ｃ 
8 以下 

100 

水島港区 Ｃ 100 

海域全体  67 

河川におけるＢＯＤの経年変化 河川におけるＢＯＤの環境基準適合率（令和 5年度） 

※この表は、データのある測定点（環境基準点を含む）すべ

ての結果をまとめたものです。 

 

※この表は、データのある測定点（環境基準点を含む）すべての

結果をまとめたものです。 

0

2

4

6

8

10

H26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5

(mg/L)

年度

BOD

高梁川霞橋 倉敷川盛綱橋

里見川大正橋 小田川福松橋
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海域の全窒素6や全りん7の濃度については、2 つの類型に分けられ、それぞれ基準値が設定されて

います。令和 5 年度において、全窒素は多くの測定地点が環境基準に適合しており、全りんは測定

地点のうち、約 7 割が環境基準に適合していました。 

窒素やりんは、植物プランクトンや海藻類の成長にとって、重要な栄養成分です。これらが多す

ぎると植物プランクトンが異常繁殖し、赤潮8を引き起こすことがあります。一方、少なくなりすぎ

ると海藻類が育たなくなる磯焼けや養殖ノリの色落ちなどの問題が発生します。そのため、豊かで

美しい海を維持するには、これらの濃度やバランスが重要であり、引き続き注視していく必要があ

ります。 

 

海域における全窒素・全りんの環境基準適合率（令和 5 年度） 

全窒素・全りん

の水域名 
類型 

全窒素 全りん 
（参考） 

ＣＯＤ等の水域名 
基準値 
(mg/L) 

適合率 
（％） 

基準値 
(mg/L) 

適合率 
（％） 

備讃瀬戸（ロ） Ⅱ 

0.3 以下 

100 

0.03 以下 

100 水島地先海域（乙） 

備讃瀬戸（イ） Ⅱ 100 100 備讃瀬戸 

水島地先海域 Ⅱ 88 38 
水島地先海域（甲） 

玉島港区 

水島港区 Ⅲ 0.6 以下 75 0.05 以下 50 水島港区 

海域全体  90  67  

※この表は、データのある測定点(環境基準点を含む)すべての結果をまとめたものです。 

 

海域における全窒素・全りんの経年変化 

   

                                            
6 水中に含まれる窒素化合物には様々な形態のものがあり、それらをすべてあわせたもの。富栄養化の原因物質の 1 つ。 
7 水中に含まれるりん化合物には様々な形態のものがあり、それらをすべてあわせたもの。富栄養化の原因物質の 1 つ。 
8 主に植物性プランクトンが異常増殖し、海水の色が赤色に変わる現象のこと。魚のえらにプランクトンがつまったり、プランクトンが
いっせいに呼吸することで水中の酸素が少なくなり、魚や貝が死ぬことがある。 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

H26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5

(mg/L)

年度

全窒素

水島港区 水島地先海域

備讃瀬戸(ロ) 備讃瀬戸(イ)

0.00

0.01

0.02
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0.04

0.05

0.06

H26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5

(mg/L)

年度

全りん

水島港区 水島地先海域

備讃瀬戸(ロ) 備讃瀬戸(イ)
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（２）生活排水処理対策 

◇ 公共下水道・浄化槽等の整備 

河川、海域等の水質汚濁の主な原因である家庭から排出される台所排水や洗たく排水などの生活

排水への対策を推進するため、下水道の普及推進、地域の特性を考慮した合併処理浄化槽 9の設置促

進などによる対策を進めています。 

 

汚水処理人口普及率（令和 5 年度） 

 

 

◇ 普及啓発 

 生活排水対策パンフレットの作成、配布などを通じて生活排水対策について適

正な知識を普及し、市民の水質浄化に対する理解促進を図っています。 

 

 

 

 

（３）工場・事業場に対する規制 

市内には、化学、石油精製、鉄鋼などのコンビナート群を

はじめ、様々な工場・事業場があります。 

 本市では、工場・事業場への立入調査により排水の水質を

調べ、違反が確認された場合は改善指導を行うなど、公共用

水域の水質保全に取り組んでいます。 

 

 

立入調査実績（令和 5 年度） 
工場・事業場：115 件 

排水口：366 件（うち 7 排水口で違反） 

                                            
9 家庭や事業場などに設置される汚水処理装置のことで、微生物の働きにより、トイレの汚水と、風呂や台所の汚水をあわせて処
理する。 

整備区分 汚水処理人口普及率 

公共下水道 82.1％ 

合併処理浄化槽 11.1％ 

農業集落排水施設 0.2％ 

合計 93.4％ 

身近な水辺環境の保全 

（家庭でできる生活排水対策） 

立入調査の様子 

※端数処理により、表中数値が合計値と合わない場合が 

あります。 

 

0
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汚水処理人口普及率

公共下水道 合併処理浄化槽 全体
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◇ その他の取組 

海水浴場の水質調査 

 海水の水質が海水浴場として適切かどうか、市内にある沙美西浜、沙美東

浜、六口島の 3 箇所の海水浴場で水質調査を実施しています。 

▶令和 5 年度は、すべて海水浴場として適する結果でした。 

産業廃棄物最終処分場の周辺環境水質調査 

 

産業廃棄物最終処分場の周辺環境における水質調査を実施しています。 

▶令和 5 年度は、玉島弥高山や種松山周辺、水島地先海域の 9 地点で河川

水、地下水及び海水の水質調査を行い、全ての地点で環境基準に適合して

いました。 

ゴルフ場周辺の農薬調査 

 ゴルフ場で使用される農薬の環境への影響を調べるため、市内 5 箇所のゴ

ルフ場の調整池及び下流の水路計 7 地点で水質調査を実施しています。 

▶令和 5 年度は、すべての地点で、調査した農薬成分 49 項目すべてが環

境省の定めた指針値を超過していませんでした。 

環境保全推進員の選任 

 

 

 

 

 

各地域で環境保全推進員を選任し、生活排水対策をはじめとした環境保全

活動を実践していただいています。 

▶令和 5 年度末時点で 134 名を選任しています。 

◀研修会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質に関する詳しい調査結果などは、資料編をご覧ください。 

また、水質調査の一部の結果はホームページでも公開しています。 

   ポケモンマンホール蓋『ポケふた』 

 下水道に関心を持ち理解を深めてもらうこと、観光振興を図ることを目的として、本市には、ポケットモ

ンスターがデザインされたマンホールの蓋が合計 4 枚設置されています。詳しくはホームページへ。 

 

 

 

 

©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. 

 

ちょっとひといき 
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市内の大気測定局（令和5年度末） 

①倉敷美和 

②監視センター 

③春 日 

④連 島 

⑤塩 生 

⑥松 江 

⑦福 田 

⑧西阿知 

⑨玉 島 

⑩船 穂 

⑪真 備 

⑫児 島 

⑬郷 内 

⑭天 城 

⑮茶屋町 

⑯庄 

⑰豊 洲 

⑱呼 松 

⑲宇野津 

⑳田の口 

Ａ駅 前 

Ｂ大 高 

Ｃ西 坂 

一般環境大気測定局（①～⑳）：住宅地などの一般的な空間の状況を把握 

自動車排出ガス測定局（A～C）：道路周辺に設置され、自動車排ガスの状況を把握 

２ 大気環境の保全 

（１）大気環境の監視 

クリーンな大気環境は、私たちの健やかな暮らしに欠かすことのできないものです。水島臨海工

業地帯を有する本市では、大気汚染物質の主たる原因であった二酸化硫黄の測定を昭和 40 年度か

ら開始したことを皮切りに、測定項目の追加や測定局の整備を行ってきました。令和 5 年度は 23 箇

所の大気測定局で 24 時間大気汚染を監視したほか、必要に応じて、移動可能な大気環境測定車で測

定をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境監視センター 大気測定局 大気環境測定車 
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大気汚染常時監視結果（令和 5 年度） 

大気汚染物質 測定局※ 平均値 測定局数 基準非達成局

数 二酸化硫黄 一般 0.003 ppm 18 なし 

二酸化窒素 
一般 0.009 ppm 17 なし 

自排 0.011 ppm 3 なし 

一酸化炭素 
一般 0.2 ppm 

 

1 なし 

自排 0.3 ppm 3 なし 

光化学オキシダント 一般 0.028 ppm 16 16 

浮遊粒子状物質 
一般 0.016 mg/m3 16 なし 

自排 0.014 mg/m3 2 なし 

微小粒子状物質 
一般 11.1 µg/m3 9 なし 

自排 11.1 µg/m3 1 なし 

※一般：一般環境大気測定局、自排：自動車排出ガス測定局 

注)上記の表は市内全測定局の平均値を記載しており、各項目の環境基準値とは直接比較できるものではありません。 

各測定局の数値と環境基準値等については別冊の資料編をご覧ください。 

 

 

 

経年変化のグラフを見ると、工場排ガス対策や自動車の排気ガス規制等が進み、多くの項目で濃

度が低下しています。しかし、光化学オキシダントは、太陽光に含まれる紫外線と、大気中の汚染

物質との反応によって発生することや、国際的な越境汚染による影響もあると考えられていること

から、濃度が改善されていない状況が続いています。  
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◇ 大気汚染防止夏期対策 

光化学オキシダント濃度が上昇すると、のどが痛くなるなどの健康被害が発生する恐れがありま

す。本市では、光化学オキシダント濃度が上昇しやすい夏期の 4 か月（5 月 10 日から 9 月 10 日ま

で）を「大気汚染防止夏期対策期間」と定め、岡山県と協力し、監視を強化しています。光化学オ

キシダント濃度が上昇した場合には、「オキシダント情報・注意報」を発令し、電子メール配信サー

ビスなどにより発令状況を周知するとともに、学校や保育園などに連絡し、被害が出ないように注

意を促しています。 

 また、情報・注意報の発令中は、水島コンビナートの主要な工場に対して、光化学オキシダント

を生成する原因物質の排出量を削減するよう要請しています。 

 

 

 

 

 

 

◇ 微小粒子状物質（PM2.5） 

 PM2.5 とは、大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、特に粒径の小さいもの（粒径 2.5μm 以下の

微小粒子状物質）を言います。粒径が小さく呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人

への健康影響が懸念されており、平成 21 年度に環境基準が設定されました。 

 本市では、平成 23 年度から PM2.5 の自動測定を開始し、現在では市内 10 箇所での監視体制を整

備しています。令和 5 年度は、全局で環境基準を達成しました。 

 

 

0

15

30

45

S47 S50 S53 S56 S59 S62 H2 H5 H8 H11 H14 H17 H20 H23 H26 H29 R2 R5

発
令
日
数

年度

オキシダント情報・注意報 発令日数

情報の発令日数 注意報の発令日数

光化学オキシダントについて 

※電子メール配信サービスへの登録もできます 
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◇ 有害大気汚染物質等 

本市では、有害大気汚染物質10並びに水銀及びその化合物の調査を毎月行っています。令和 5 年

度は、市内 7 箇所で調査を実施しました。 

調査を行っている有害大気汚染物質のうち、環境基準が定められている 4 物質すべてについて、

環境基準を達成しました。 

 

有害大気汚染物質測定結果（令和 5 年度）                 （単位：µg/m3） 

有害大気汚染物質 
倉敷 
美和 

松江 春日 塩生 乙島 呼松 
監視 
ｾﾝﾀｰ 

環境 
基準値 

ベンゼン 0.79 1.3 0.89 1.2 0.90 1.1 1.1 3 以下 

トリクロロエチレン 0.058 0.66 0.054 0.12 0.050 0.59 0.057 130 以下 

テトラクロロエチレン 0.040 0.35 0.035 0.083 0.12 0.24 0.057 200 以下 

ジクロロメタン 0.69 0.73 1.7 0.74 1.0 0.63 0.66 150 以下 

※すべて年平均値 

◇ 降下ばいじん 

降下ばいじんとは、物の燃焼により生じるすすなどのばいじんや、鉱石や土石などの堆積場から

飛散する粉じんで、粒径が大きいため地表に降下する物質の総称のことをいいます。令和 5 年度は、

市内 22 地点で測定しました。 

 

 

                                            
10 急性毒性はないが、微量でも継続的に摂取すると人の健康を損なうおそれのある物質で、大気汚染の原因となる。 
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（２）工場・事業場に対する規制 

 硫黄酸化物、窒素酸化物など、工場から排出される大気

汚染物質については、大気汚染防止法や岡山県環境への負

荷の低減に関する条例で排出が規制されています。また、

水島コンビナートの大規模工場については、市と締結して

いる環境保全協定11により、さらに厳しい排出規制が設け

られています。 

 本市では、施設の届出状況や自主測定結果の確認、施設

の排ガス中のばい煙測定のため、工場や事業場に立入調査

を実施し、法令の遵守状況を確認しています。 

 

立入調査実績（令和 5 年度） 延べ 89 事業所 

 

３ 生活環境の確保 

（１）環境に関する相談 

生活環境に関する相談は、市民の日常生活に密着しており、市民の環境に対する要求を強く反映

しています。本市では相談に対し、すみやかに現地調査を行い、当事者に必要な指導や助言を行う

よう努めています。騒音や振動、悪臭は、感覚的・心理的な被害を与えるもので、感じ方に個人差

があり、対応が難しい場合もあります。 

 

環境に関する相談の内訳12（計 121 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                            
11 公害防止の手段として、地方自治体や住民等が企業との間で締結する協定をいう。企業の責務内容を法令より厳しく定め、企
業が自主的に公害防止に努めるもの。 
12 事業活動等によって生じたおそれのあるもの。 

騒音については、建築・解体

に関するものが多く、市では工

事内容の改善や、作業時間帯の

変更などを指導しています。 

水質汚濁については、農業用

水路やため池での魚のへい死、

油類の漏出や汚濁排水に関す

るものが多くなっています。 

市では事業所に対して油等

の流出の再発防止などを指導

しています。 

水島臨海工業地帯 
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（２）騒音・振動 

◇ 騒音・振動調査 

一般環境騒音調査 

 環境基準の適合状況を把握するため、道路に面する地域以外の地域（一

般地域）で環境騒音の測定を行っています。 

▶令和 5 年度は、測定を実施した 3 地点すべてで環境基準を達成してい

ました。 

道路に面する地域における騒音調査 

 道路に面する地域の環境基準の達成状況は、道路周辺の住居のうち環

境基準を達成する戸数及び割合により評価しています。 

▶これまでの調査の結果、市内での環境基準の達成率は 97.1％となっ

ています。 

自動車騒音・道路交通振動調査 

 

自動車騒音や、道路交通振動については、騒音規制法・振動規制法で要

請限度が定められています。本市では、市民からの相談などを受け、騒

音、振動の測定を行っています。 

▶令和 5 年度は、自動車騒音を 4 地点で、道路交通振動を 4 地点で測定

し、すべてで要請限度13を下回っていました。 

新幹線騒音・振動調査 

 新幹線鉄道騒音に係る環境基準と振動対策指針値14の達成状況を把握す

るため、騒音と振動を測定しています。環境基準値を超過した場合は、鉄

道事業者に対して騒音対策を要請しています。 

▶令和 5 年度は、3 地点で測定し、すべての地点で環境基準値を超過して

いたため、鉄道事業者に対して早期の騒音対策を要請しました。 

瀬戸大橋線鉄道騒音調査 

 

瀬戸大橋線の鉄道騒音に関しては、瀬戸大橋建設時に行った環境影響

評価に基づき、努力目標値が定められています。 

▶令和 5 年度は、橋梁部 1 地点、陸上部 2 地点で測定し、陸上部 1 地点

で努力目標値を超過していました。そのため、鉄道事業者などに対して

騒音低減対策の推進と自主管理体制の徹底を要請しました。 

                                            
13 道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときに、市町村長が道路管理者に措置などを要請する際の限度。 
14 新幹線鉄道の列車走行に伴い発生する振動について、その振動レベルが著しく、緊急に振動源・障害防止対策を講じるべきと
される値。 
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◇ 夜間花火の禁止 

安眠の妨げになる夜間の花火を規制するため、「倉敷市

夜間花火規制条例」を制定し、公共の場所における夜間

（午後 10 時から日の出まで）の花火を禁止しています。 

特に、沙美西浜海水浴場、沙美東浜海水浴場、酒津公

園においては、違反行為に対して 10 万円以下の罰金が規

定されています。 

 

 

（３）悪臭 

悪臭とは、人に不快感・嫌悪感を与える「におい」であ

り、風などに運ばれ、その影響が広範囲に及びます。嗅覚

の個人差や、嗜好・体調にも大きく左右されることもあ

り、対応の難しい環境問題です。 

悪臭防止法による規制は、工場や事業場の事業活動に

伴って発生する悪臭が対象となります。 

本市では、工場や事業場に立入を行い、規制基準の適否

の確認及び指導を行っています。 

 

 

悪臭測定結果（令和 5 年度） 

測定場所 事業場数 
規制基準 

適・否 

敷地境界 6 適合 

排出水 5 適合 

 

 

 

 

気体排出口 

排出水 

敷地境界 

大気・騒音・振動に関する詳しい調査結果などは、資料編をご覧ください。 

また、大気調査の一部の結果はホームページでも公開しています。 

夜間花火禁止の看板 

悪臭測定の様子 
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（４）環境美化 

環境美化活動（ごみを拾うこと、家のまわりを掃除することなど）は、今住んでいる人だけなく、

美しいまちを将来の世代へ引き継ぐための取組です。また、個人のモラルが大きく関わるため、個

人の意識や環境への関心を高めるとともに、地域みんなで力をあわせて取り組むことが重要です。 

 

◇ 主な取組 

飼い犬ふん害防止条例 

 「飼い犬ふん害防止条例」を制定し、飼い主の責任について必要な

事項を定めています。啓発用の看板やチラシ・ティッシュを配布し

ているほか、倉敷市環境衛生協議会と協働し市内のごみステーショ

ンに啓発用看板を設置しています。 

▶令和 5 年度は、啓発用看板 431 枚（立看板 246 枚、ラミネート 185

枚）を配布しました。 

イエローカード作戦 

 ふんが放置された場所に持ち帰りを呼びかけるカードを置くこと

で、飼い主のマナー向上につなげようとする取組を行っています。 

▶令和 5 年度は、申請があった市内 6 団体に必要資材を提供しまし

た。 

◀イエローカード設置例 

ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例 

 公共の場所でポイ捨てをしてはならないことや、歩行喫煙をしない

ように努めなければならないこと、路上喫煙制限区域（JR 倉敷駅周

辺地区）における指定場所以外での路上喫煙の禁止などを定めてい

ます。 

 

地域美化推進員の選任 

 市と地域が連携して取り組めるように「地域美化推進員」を選任し、

ポイ捨て防止やごみの減量化・資源化推進指導などをしていただい

ています。 

▶令和 6 年 4 月現在、181 名を選任しています。 
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地域清掃の実施 

 9 月の第 1 日曜日を「清掃祭日」として、市と倉敷市環境衛生協議会

が共催して「全市一斉ごみ 0（ゼロ）キャンペーン」を行っています。 

また、毎年春と秋に、地域の住民による生活雑排水路や道路の清掃、

草刈りなどが行われています。 

▶令和 5 年度は、787 件の地区清掃が実施されました。 

環境美化への啓発 

 

環境美化の推進を啓発するため、倉敷市環境衛生協議会と協働して、

広報紙「かんきょう」を年 2 回（8 月・1 月）発行しています。 

▶令和 5 年度は、275,800 部を配布しました。 

 

 

（５）不法投棄対策 

本市では、不法投棄対策の検討、情報の収集体制の強化、不法投棄

防止のための啓発に取り組んでいます。具体的には、情報の収集、違

反者の究明、投棄物の撤去・処分などの指導、投棄物の回収など、関

係部署が連携を図りながら廃棄物の不法投棄対策を推進しています。 

 

◇ 産業廃棄物監視指導員の活動 

警察官ＯＢ4 名を産業廃棄物監視指導員として採用し、2 班体制で関係事業場などへの立入りや

パトロールを行うほか、市民などから寄せられる苦情の対応を行っています。 

最終処分場 中間処理施設 積替え保管場所 その他 

一般立入 苦情 一般立入 苦情 一般立入 苦情 一般立入 苦情 

91 件 0 件 532 件 0 件 390 件 0 件 2,615 件 16 件 

 

◇ 不法投棄回収 

通報やパトロールなどにより見つかった投棄物は市が回収しています。 

回収状況（令和 5 年度） 

燃やせるごみ 2,119kg 

不燃性の粗大ごみなど 22,134kg 

合計 24,253kg 
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◇ その他の主な取組 

不法投棄 110 番の設置 

 市民からの不法投棄の情報を、早朝・夜間・休日にも受け付ける留

守番電話を設置しています。(環境衛生課 TEL 086-426-3361) 

※不法投棄の現場を目撃しているなど、緊急対応が必要な場合は、

警察へ通報してください。 

倉敷市ボランティア不法投棄監視員制度 

 地域において、ごみの不法投棄を監視し早期発見するために、ボラ

ンティアによる不法投棄監視員を選任しています（任期 2 年）。監

視員には、日常生活の中で不法投棄を監視してもらい、発見したと

きは、本市へ連絡をいただいています。 

▶令和 6 年 4 月現在、48 名を選任しています。 

不法投棄防止用監視カメラの設置 

 移動式監視カメラを、市内の不法投棄の多い場所に設置していま

す。監視カメラ移設後には、「不法投棄防止 監視カメラ設置区間」

の看板を設置するとともに、定期的にパトロールを行って不法投棄

を防いでいます。 

▶令和 5 年度は、延べ 13 箇所に設置しました。 

夜間休日の不法投棄の監視 

 監視が手薄となる夜間休日の監視体制を強化するため、民間警備会

社に委託し、不法投棄の早期発見と不適正処理の未然防止を目的と

したパトロールを行っています。 

▶令和 5 年度は、平日夜間 49 回、休日昼間 100 回、その他 18 回の

パトロールを行いました。 

航空機による上空監視 

 職員がヘリコプターやセスナ機に搭乗し、市内全域において特に山

間部を中心に上空から監視を行っています。 

▶令和 5 年度は、5 回行いました。 
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（６）安全でおいしい水の安定供給 

 本市の水道は、通水から 100 年余り、ライフラインとして人びとの暮らしを支え、産業の発展

に貢献してきました。「倉敷の水道がこのまちの未来を創る」という将来像を掲げ、お客さまに安

全でおいしい水を安定して提供できるよう取り組んでいます。 

 

◇ 水道水の利用促進 

 お客さまの求めるニーズを的確に捉え、広報紙やイベント等様々な機会において、水道水の安

全性やおいしさをＰＲするなどして、水道水の利用促進に向けて情報を発信しています。 

▶令和 5 年度は、年 4 回の広報紙の発行、イベントでのきき水、小学校等への出張授業（9 回）を

行いました。また、小学校等 4 校で貯水槽を経由しない水飲み場の整備を行いました。 

 R3 R4 R5 

水道水を飲料水として直接 

飲んでいる人の割合(％) 
97.8 98.3 97.1 

※市民アンケートから 
 

〇水質管理 

安全でおいしい水道水をお客さまにお届けするため、色・濁り・残留 

塩素15の検査を毎日実施し、飲用・生活用として安心してご利用いただけ 

るよう法令で定められた項目についても定期的に検査しています。 

  ▶令和 3年度から人体や環境に対しての有害性が指摘されている PFOS及 

び PFOA の測定を実施しています。 

〇水道施設の計画的更新と耐震化 

浄水場でつくられた水道水を確実にお客さまにお届けするため、老朽

化した水道施設を計画的に更新し、将来の人口推計に見合った規模にな

るよう整備しています。 

▶令和 5 年度は、地震などの災害時に飲料水を確保できる耐震性貯水槽

を児島地区・玉島地区・真備地区に 1 基ずつ設置しました。 

〇水循環の大切さの啓発 

水資源の大切さを考えるきっかけとして、高梁川流域の各関係団体 

と将来の高梁川の水源、水質について考える催しを実施しています。 

▶令和 5年度は、水道水の水源や水循環を考えるイベントとして、小学 4～ 

6年生を対象に小阪部川ダム見学を中心とした啓発活動を実施しました。 

 
 

                                            
15
 水道水は、水道法により消毒のため一定量の塩素濃度を保持するよう規定されています。 

水道のことについて詳しくは、水道局のホームページへ 
▲小阪部川ダム見学 

▲水質検査 

▲耐震性貯水槽 

▲出張授業 

▲広報くらっぴぃ 

ホームページ 
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使い捨てを基本とする大量生産・大量消費・大量廃

棄型の経済社会活動は、環境負荷を高め、気候変動や

天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性

の損失など、様々な環境問題を引き起こしています。 

天然資源の消費が抑制され、環境負荷ができるだけ

低減された、持続可能な「循環型社会」へと移行する

ためには、私たち一人ひとりがライフスタイルを見直

し、ごみの減量に取り組むことが大切です。 

これらの状況を踏まえ、倉敷市では、リサイクルを

最終手段として位置づけ、3Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）の中でも 2Ｒ（リデュース・リユー

ス）について優先的に取組を進めています。 

 

１ ごみの排出量 

令和 5 年度のごみ（一般廃棄物）の排出量は約 153 千 

t、前年対比で約 4.1％（6,581ｔ）減量しました。 

一般廃棄物処理基本計画に定めるごみ減量化目標（約

159 千 t）の達成のためには、引き続きごみの排出抑制、

再資源化に対する取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状値 

（R5 年度） 
478ｇ 

目標値 

（R7 年度） 
469ｇ 

基本目標４  

リデュース・リユース・リサイクルが徹底され、 

環境に配慮した循環型社会が形成されているまち 

1 人 1 日当たりの家庭ごみの排出量 

166,619 t 168,086 t 164,652 t 163,464 t 159,470 t 152,889 t 158,891 t 

3,651 t 3,306 t 3,439 t 3,432 t 3,245 t 2,956 t 2,777 t 

11.8% 11.4% 11.1% 10.8% 10.4% 9.9%

22.3%

40.9%

46.0%
44.3% 43.5% 44.1%

47.3%

2.0% 1.8% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 t

50,000 t

100,000 t

150,000 t

200,000 t

250,000 t

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ７目標値

ごみ排出量、リサイクル率、最終処分率の推移

ごみ排出量 最終処分量 リサイクル率

(資源循環型施設分除く)

リサイクル率 最終処分率
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２ ごみの発生を減らす（リデュース） 

（１）食品ロスの削減 

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられる

食品のことをいいます。食品の生産、製造、流通

（販売）、消費の各段階で大量に発生しており、世

界的な課題となっています。このような中、本市

では、市、事業者、消費者が一丸となって課題解

決に向けての取組を推進するため、令和 5 年 3 月

に「倉敷市食品ロス削減推進計画」を策定しまし

た。計画の中で、市民には、食品ロスの状況やそ

の影響、削減の必要性について理解を深め、食品

ロス削減のために一人ひとりが日々の生活の中

でできることを考え、行動に移すことが求められ

ています。 

また、令和 5 年度から、市内の食品ロス削減に

取り組む飲食店や小売店等を「食品ロスゼロ推進店」として認定し、そ

の取組を広く周知する取組を始めました。是非、認定店に足を運んでい

ただき、その取組をご確認ください。 

 

 

（２）集団回収の支援 

ごみの減量とリサイクルを進めるために、子ども会・ＰＴＡ・町内会等の団

体が行う資源回収活動を支援するため、報奨金を支給しています。 

 

ごみ減量化協力団体報奨金交付状況（令和 5 年度） 

実施団体数 回収重量 報奨金額 

905 団体 7,387ｔ 44,329 千円 

 

 

（３）生ごみのたい肥化 

家庭から出る生ごみをリサイクルするとともに、市民のリサイク

ル意識を高め、ごみの減量を進めるため、「生ごみ処理容器等購入費

補助金交付制度」を設け、生ごみたい肥化容器（コンポスト）などの

購入費の一部を補助しています。 
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生ごみ処理容器等購入費補助金交付状況（令和 5 年度） 

生ごみたい肥化容器 電気式生ごみ処理機 

報奨金額（万円） 70 基 123 基 

 

（４）(株)セブン-イレブン・ジャパンと連携したペットボトル回収事業 

倉敷市、（株）セブン-イレブン・ジャパン、日本財団が連携し、市内のセブン-イレ

ブンの一部店舗にペットボトル回収機を設置し、回収したペットボトルをもう一度ペッ

トボトルに再生する「ボトル to ボトル」の取組を始めました。 

 

 

３ ごみにしないで再使用する（リユース） 

（１）クルクルセンター 

ごみの減量や資源化への関心を高めるとともに、市民の自主的な活動を支援するため、平成 16 年

10 月 31 日に倉敷市リサイクル推進センター(愛称クルクルセンター)を開館しました。令和 2 年度

から、木製家具の修理再生品・衣類・書籍のリユース事業に新たにマイバッグを加えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）(株)ジモティーとのリユースに関する協定 

市内のリユース活動促進のため、令和 4 年 12 月 23 日

に（株）ジモティーとリユース事業の促進に関する協定

を締結しました。処分したい方と欲しい方が、オンライ

ン上でやりとりする仕組みです。 

 

                                            
1 バイオ・ディーゼル・燃料。使用済み食用油を精製加工し、ディーゼル燃料や発電燃料として再利用する燃料。 

令和 5 年度事業実績 

来館者数 12,963 人 

リサイクル体験者数 579 人 

修理再生木製家具の引渡し 411 点 

衣類の引渡し 14,350 点 

書籍の引渡し 7,425 点 

マイバッグの引渡し 1,644 点 

BDF1精製量 7,225L 

28



 

４ ごみを分別し再資源化する（リサイクル） 

（１）5 種 14 分別収集 

 ごみの減量・リサイクルと適正処理、また

焼却施設・最終処分場の延命化のため、5 種

14 分別（真備地区は 5 種 15 分別）収集を行

っています。令和 5 年度の資源ごみの排出

量は 6.4 千 t であり、前年対比で約 6.7％

（456ｔ）減量しました。 

 

◇「燃やせるごみ」の中身調査 

（組成分析調査） 

令和 5 年度に、家庭からの「燃やせるごみ」

の中身を調査したところ、燃やせるごみのうち資源ごみは 10.0％で、重さにすると 7,798 トンが混

ざっていました。もし、資源ごみを 100％分別して出した場合、一人ひとりが１日当たりに出すご

みの量は大きく減り、ごみ減量化目標を達成できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リサイクルの達成状況 

 倉敷市資源循環型廃棄物処理施設（水

島エコワークス）が家庭から収集したご

みを資源化処理していることなどによ

り、全国的にもリサイクル率は高く、最

終処分率は低くなっています。 

 なお、資源循環型処理施設分を除くと

リサイクル率は、9.9％となります。 

 

分別区分 

大分類（5種） 小分類（14分別） 

1 燃やせるごみ 1 燃やせるごみ 

2 資源ごみ 

2 空きかん・金属類 

3 
空きびん 

・蛍光管 

無色透明のびん 

4 茶色のびん 

5 その他の色のびん 

6 

古紙類 

新聞・広告 

7 雑誌・雑がみ・シュレッダーくず 

8 ダンボール 

9 紙パック 

10 古布類 

11 ペットボトル 

3 埋立ごみ 12 埋立ごみ 

4 使用済み乾電池 13 使用済み乾電池 

5 粗大ごみ 14 粗大ごみ 

牛乳パック 
燃やせるごみの内訳 

ペットボトル 
令和４年度結果 

適
正
に
分
別
さ

れ
た
ご
み
の
割

合
は
前
年
と
同

じ
で
し
た
！ 

も
う
少
し
頑
張

ろ
う
！ 

48.4%
51.6% 51.5%

43.0% 40.9%
46.0% 44.3% 43.5% 44.1%

47.3%

13.3% 13.0% 12.7% 12.3% 11.8% 11.4% 11.1% 10.8% 10.4% 9.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

リサイクル率の推移

リサイクル率 リサイクル率

(資源循環型施設分除く)

年度
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◇ 主な取組 

ふれあい収集 

 高齢者や障がい者の方が安心して暮らすことができるように、要介

護認定者や障がい者のみの世帯で、他の方の協力を得ることができ

ず、自らごみをごみステーションに持ち出すことが困難な場合に玄

関先からのごみ収集を行っています。 

粗大ごみの戸別収集（有料） 

 電話での事前申込みによる戸別収集を行っています。 

粗大ごみの処理券はスーパーやコンビニ等で販売しています。 

▶粗大ごみ受付センター（TEL：435-5300） 

一時多量ごみ制度（有料） 

 「遺品整理や引っ越しなどに伴い、一時的に多量

に排出される家庭ごみ」を、一時多量ごみの収集運

搬業許可業者に市の処理場まで運搬委託できる制

度を創設し、令和 5 年 4 月から運用開始しました。 

令和 6 年 4 月時点で、許可業者は 18 社です。本制

度の利用を検討される際には、まずは倉敷市一般

廃棄物対策課までご相談ください。 

 

５ 海ごみプラスチック対策について 

海には陸から多くのごみが流れ込み、生き物の生態系を脅か

しています。安全で豊かな海を守るため、自治体や事業者、市

民の皆様で一緒になって取り組んでいかなければなりません。 

令和 2 年度に、高梁川流域の連携事業（瀬戸内海ブルー・オ

ーシャン事業）として、高梁川流域の 10 市町で自治体

や市民の皆様、学校、団体等にご協力いただき、ごみの

サンプリング及び組成分析による調査を行いました。 

令和 3 年度からは高梁川流域の市町で、調査結果に

基づいて作成したパネルなどを使って、海ごみの普及

啓発を行っています。令和 5 年度は、6 回の啓発活動を

行いました。 

調査結果の詳細や現地調査

の様子（動画）はコチラ 

倉敷市 海ごみ 

調査結果 調査の様子 

 

一時多量ごみ

制度について 
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2011～2020 年の世界の平均気温は、1850 年～1900 年の平均気温と比べて、1.09℃上昇しました。

このまま何も対策を講じない場合、2100 年には平均気温が最大 5.7℃上昇すると言われています。

その結果、海面上昇による沿岸域への影響や異常気象による自然災害の増加、感染症や熱中症とい

った健康被害の拡大、生態系の変化や農作物の生産性の低下など、世界的に深刻な被害が発生する

と懸念されています。 

 

 

 

 

地球温暖化は、私達の経済活動や日常生活により排出される温室効果ガスの著しい増加が主な原

因です。地球規模の環境問題は、本市だけの取組で解決できるものではなく、私達一人ひとりに出

来る取組から実施していくことが必要です。 

 

１ 倉敷市の温室効果ガス排出量と削減目標 

 本市は、市内全域の温室効果ガス削減計画「クールくらしきアクショ

ンプラン」を策定し、2023 年（令和 5 年）8 月の改定版では、2030 年度

に温室効果ガス排出量を 33.9％削減（2013 年度比）するという目標を設

定しています。 

市内の排出量のうち、約 80％は産業部門からであり、国内全体の産業

部門の割合と比較して２倍以上となっています。これは、水島コンビナ

ートを有する本市の大きな特徴であり、排出量の増減が景気動向等によ

る影響を受けやすくなっています。 

 日本では 2020 年 10 月に、2050 年までにカーボンニュートラルの実現

を目指すことを宣言し、本市においても、2021 年 6 月に、温室効果ガス排出量の実質ゼ

ロを目指す「ゼロカーボンシティ」にチャレンジすることを表明しました。   

基本目標５  

脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温暖化対策を推進しているまち 

温室効果ガスの排出量から、森林などによる

吸収量を差し引いてゼロにすることです。 

※地球温暖化に関するトピックスは西暦表記されることが多いため、西暦表記を基本とし、一部和暦表記としています。 
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産業部門

31.9%

運輸部門

15.8%
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16.3%

民生家庭部門
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エネルギー転換部門
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工業プロセス部門
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9.1%

◇ 倉敷市の温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 部門別排出構成（2021 年度） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

２ 産業部門における排出削減の取組 

本市では、カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素に資する技術開発や国の動向等につい

て理解を深めるため、事業者との情報交換、県や関係機関による官民連携組織の設置に加え、カー

ボンニュートラルに取り組む事業者と協定を結ぶなど、官民連携による排出削減を進めています。 

 

◇ 中小企業の地球温暖化対策 

市内事業者の多くを占める中小企業者向けに、エネルギーの見える化を行い、省エネ診断に基

づく省エネルギー設備などを設置した事業者に対して補助を行っています。 

 

倉敷市 国 

実績値 目標値 

産業部門

79.2%

運輸部門 4.7%

民生業務部門

3.3%

民生家庭部門

1.5%

エネルギー転換

部門 6.3%

工業プロセス

部門 3.5%
廃棄物 0.3%

CO2以外 1.2%

産業部門 

79.2% 

産業部門 

31.9% 
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補助実績（令和 5 年度） 

補助対象 補助金の上限額 補助件数 

太陽光発電設備、LED 照明、省エネ性能の高い空調機など 300 万円 8 件 

 

 

３ 家庭部門における排出削減の取組 

クールくらしきアクションプランに定める削

減目標を達成するため、私たちが家庭や個人で

できる取組をまとめた「高梁川流域カーボンニ

ュートラルナビ」を作成し、環境啓発イベント

での活用や関係各所での配布を通じて、地球温

暖化対策の啓発に努めています。 

また、学校や家庭での学びに活用していただ

けるよう、小学 6 年生向けの学習素材「地球の

ために私たちにできることは何だろう？」を作

成・配布しています。 

 

 なお、ゼロカーボンシティへの実現に向けて、家庭での温室効果ガス排出削減目標を達成する

には、まずは 2030 年度までに、2013 年度比で一世帯あたり 2,954kg-CO2 の削減が必要です。 
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（１）電気自動車等導入促進補助制度 

 本市では、自動車から排出される二酸化炭素を削減するため、

電気自動車等の普及を目指し、補助を行っています。 

 

補助実績（令和 5 年度） 

補助対象 特徴など 補助金の額 補助件数 

電気自動車 100％電気で走る車 1 台当たり上限 15 万円 294 件 

プラグインハイブリッド 

自動車 

電気だけで走ったり、ガソリン

でも走ることができる車 
1 台当たり上限 10 万円 100 件 

充放電設備（V2H）の設置 
電気自動車から取り出した電

気を家庭で使うための設備 

本体購入費の 2 分の 1 

上限 10 万円 
20 件 

 

（２）家庭への再生可能エネルギー利用設備の導入 

 本市では、家庭から排出される二酸化炭素を削減するた

め、環境に配慮した住宅用の設備の導入に対して補助を行っ

ています。 

 

補助実績（令和 5 年度） 

補助対象 特徴など 補助金の額 補助件数 

住宅用太陽光発電 

システム 
太陽の光エネルギーを利用して発電する 上限 8 万円 306 件 

住宅用太陽熱利用 

システム 

太陽の熱のエネルギーを利用して温水や

温風を作る 
上限 3 万円 7 件 

住宅用燃料電池システム 

（エネファーム） 
水素を利用して、電気と温水を作る 上限 7 万円 32 件 

住宅用定置型リチウムイオン

蓄電池 

電気を蓄えて、必要時に電気を使えるよ

うにするための設備 
上限 8 万円 401 件 

ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ZEH） 

家庭で使うエネルギーよりも生み出すエ

ネルギーが多い住宅 
20 万円 40 件 

 

 

 

 

 

 

補助金の詳しい内容については、地球温暖化対策室の 

ホームページをご覧ください。 
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４ 市役所の温室効果ガス排出量と削減目標 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村は自らの事務及び事業に関して排出される

温室効果ガスの削減等の計画を策定することが義務付けられています。 

2011 年度に第三期計画にあたる「倉敷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、現

在は、2013 年度を基準年度として、2030 年度までに温室効果ガス排出量を 43.8％削減するという

目標を設定しています。 

 

区分 基準年 
基準年排出量 

（ｔ－ＣＯ２） 
2030 年度削減目標 

削減目標値 

（ｔ－ＣＯ２） 

改定第三期 2013 年度 112,633 
2013 年度比 

43.8％削減 
63,295 

 

（１）倉敷市役所の温室効果ガス排出実績 

 2023 年度の温室効果ガス排出量は、2013 年度（基準年）に比べると 26.0％減少し、また施設・

車両のエネルギー使用に伴う温室効果ガスの排出は、LED 照明や高効率空調機等への更新が進ん

だこと、廃棄物発電や太陽光発電設備導入による再生可能エネルギーの利用拡大等により 40.2％

削減となりました。 

 

◇ 倉敷市役所の温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 CH4：メタン、N2O：一酸化二窒素、HFC：代替フロン。いずれも温室効果をもたらすガスであり、地球温暖化の原因となる。 

基準年度      実績値      実績値      実績値      目標年度      

▲26.0% 

CO2 

（ t-CO2） 

1 

実績値      

35



 

 

（２）公共施設への再生可能エネルギー利用設備などの導入 

本市では、再生可能エネルギーの有効利用や二酸化炭素の排出削減のため、太陽光発電システムや

公用車への次世代自動車の導入などを積極的に行っています。 

 

太陽光発電システムの設置 

 本庁舎・幼稚園・学校など市の施設に太陽光発電システムを設置してい

ます。また、公共施設の屋根及び遊休地を民間事業者等に貸出し、太陽

光発電システムを設置する事業も行っています。 

▶令和 5 年度末実績 62 箇所で合計 1,334.35kW 

太陽熱利用システムの設置 

 太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や暖房に利用するシステムで

す。環境交流スクエア（愛称：水島愛あいサロン）、老松小学校、倉敷

西小学校にこのシステムを設置しています。 

次世代自動車等の導入 

 令和 5 年度末現在、電気自動車 36 台、プラグインハイブリッド自動車 2

台、天然ガス自動車 1 台、ハイブリッド自動車 4 台を導入しています。

また、環境交流スクエアに「倉敷市スマート水素ステーション」を設置

し、水素で発電する燃料電池自動車 1 台を導入しています。 

下水熱利用システム 

 平成 29 年度から倉敷市屋内水泳センターでは、下水の温度が冬季でも外

気温よりも高いことを利用し、下水の熱でプール水の加温を行っていま

す。このシステムには、「くら敷のげ水でプールのおゆを作る」という

意味を込め、「くらげのゆ」の愛称をつけています。 

下水処理場における消化ガス発電 

 平成 26 年度から児島下水処理場では、汚水を処理する過程で発生する消

化ガス（メタンなどの可燃性ガス）を利用して発電を行い、その電力を

下水処理場で使用しています。この発電設備には、「くら敷のげ水でで

んきを作る」という意味を込め、「くらげんき」の愛称をつけています。 
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５ 気候変動への『そなえ』（適応策） 

 適応策とは、既に起こりつつある、または起こりうる気候変動の影響に対して、被害を回避・軽減する

対策のことです。本市でも、各種災害などに備えて対策の強化に取り組んでいます。 

 

◇ 主な取組 

ハザードマップの作成 

 各種ハザードマップの作成をして

います。（津波ハザードマップ、内

水ハザードマップ、ため池ハザード

マップ、洪水・土砂災害ハザードマ

ップ、高潮ハザードマップ） 

 

 

<災害への備えのポイント> 

・ハザード（危険）の状況、避難

場所・避難所の位置を確認し

ましょう。 

・非常持ち出し品や数日間分の

非常食等防災グッズを用意し

ておきましょう。 

自主防災組織への支援 

 自主防災組織とは、災害が発生した

ときなど「いざ」というときに助け

合うため、町内・地域で防災活動に

取り組む組織です。 

本市では、自主防災組織の結成促進

のため、組織づくりのコツ等を出前

講座を通じてお伝えしております。

また、防災資機材の提供、避難訓練、

防災マップ作成の支援も行ってい

ます。 

 

 

<自主防災組織の活動内容> 

災害時 

・近所同士での避難の声掛け 

・避難誘導 など 

 

平常時 

・地域の災害危険箇所の把握 

・防災訓練 

・防災資機材等の整備 など 

熱中症予防の啓発 

 ホームページや公式ＳＮＳ、広報

紙、健康教育などを通じて、熱中症

予防の普及啓発を行っています。こ

まめな水分補給や暑さを避ける対

策、体調管理等が重要です。 

 

 

<予防のポイント> 

暑さを避ける 

・適切なエアコンの使用 

・日傘や帽子の使用 

・通気性の良い衣服の着用 

・暑いときは外出を避ける等 

こまめに水分を補給する 

・室内でも、外出時でも、のどの

渇きを感じていなくても、こ

まめに水分・塩分などを補給 
 

ハザードマップ（防災危機 

管理室）のホームページへ 

自主防災組織（防災危機 

管理室）のホームページへ 

熱中症（保健課）のホーム 

ページへ 
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地球温暖化問題など昨今の環境問題は、特定の地域や特定の事業者の対策だけでは解決できず、

地球全体で適切に対応する必要があります。自らの生活を正すだけでなく、まわりにも良い影響を

与えることができる正しい知識を持った人材を多く育てることが必要です。 

 

◇ くらしき環境キャラクター「くらいふ」 

全国から「くらしき環境キャラクター」のデザインを募集し、平成22年2月に

162点の応募作品の中から最優秀作品として「くらいふ」を選定しました。名前

の由来は、「倉敷(くらしき)で環境にやさしい生活(ライフ)を送る」からきて

います。体は倉敷らしさを表す「蔵」、大きな頭は丸い地球、頭の葉っぱは緑

の豊かさと倉敷の「く」、青色の足は高梁川の清流を表現しています。 

本市では、くらいふをイベント等で活用して環境啓発の推進を図っています。 

 

１ 環境学習の機会の提供 

環境問題に対する市民・事業者の意識を高めるため、広報活動・催し物の開催などの各種事業を

行いました。また、受け身で話を聞くだけでなく、主体的に行動し五感を通して学ぶことのできる

体験型の環境学習を充実させています。 

水辺教室 

 

市民生活に密接な関わりを持つ高梁川の生き物の観察を通

して、身のまわりの水辺の生き物と水環境に関心を持っても

らうことを目的としています。 

会場：高梁川河川敷（旧水江の渡し付近） 

▶令和5年度は、親子31名の参加がありました。 

海辺教室 

 身近な瀬戸内海に住む生き物の観察を通して、自然のすばら

しさを体験することにより、海辺の環境や水質保全について

知ってもらうことを目的としています。 

会場：児島通生の浜 

▶令和5年度は、親子36名の参加がありました。 

  

共通目標  

５つの基本目標を達成するための「人づくり」 
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くらしき環境フェア 

 倉敷市の環境啓発事業として、これまで別々に開催していた

「リサイクルフェアinくらしき」と「くらしき環境フェステ

ィバル」を統合・リニューアルして開催しました。 

市の環境施策の啓発ブースのほか、市民団体・企業等の出展

による、体験型コーナー、パネル展示などを行っています。 

会場：水島緑地福田公園 

▶令和5年度は、約5,000人が参加しました。 

 

生物多様性エコツアー 

 

生物多様性の担い手・リーダーを養成するため、高梁川流域

の地域資源を活かしたエコツアーを「高梁川でつながる 

森・里・川・海の力」として実施しています。午前は流域で

活躍している方々のセミナー、午後は地域資源・生物多様性

を巡るエコツアーを行います。 

▶令和5年度は、総社市で実施し、午前の部21人、午後の部18

人が参加しました。 

児島湖流域清掃大作戦 

 毎年11月に倉敷川・美観地区周辺で、地域住民・民間団体等

が参加して清掃活動を行い、ごみを回収しています。 

▶令和5年度は、777人が参加し、約120kgのごみを回収しま

した。 

暮らしとごみ展 

 ごみ問題について広く市民に現状を訴えるために行ってい

ます。 

▶令和5年度は、倉敷市立美術館・クルクルセンター・玉島支

所・水島支所・真備支所の5箇所で開催しました。市内の小・

中学生から募集したポスター標語の展示や、ごみ減量・リサ

イクルの啓発用パネルの掲示を行いました。 

※本市では、上記以外にも様々なイベントを実施しています。  
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◇ 環境に関する出前講座 

生涯学習の一環として、市の職員が講師を務める出前講座を市民・団体・企業などの求めに応じ

て開催しています。この講座の中には環境学習に関するものも多数用意しています。 

 

講座名 担当課 連絡先 

・「3つのR」でごみを減らそう！ 

・事業系一般廃棄物 減量化のポイント 

・災害で出たごみってどうすればいいの？ 

一般廃棄物対策課 426-3375 

・家庭ごみの出し方 5種14分別 

倉敷環境センター 

水島環境センター 

児島環境センター 

玉島環境センター 

426-3371 

444-6640 

472-5166 

522-3844 

・牛乳パックからはがきづくり 

・廃食油からキャンドルづくり 

・クルクルセンター（施設見学） 

クルクルセンター 470-6681 

・倉敷西部清掃施設組合清掃工場（施設見学） 倉敷西部清掃施設組合 526-2338 

・片島浄水場(施設見学) 

・水道水ができるまで 
浄水課 465-7314 

・下水道の役割・正しい使い方・使用料について 下水経営計画課 426-3581 

・水島下水処理場（施設見学） 下水施設管理室 446-5211 

・～つなげよう、支えよう森・里・川・海～倉敷の自然 

・倉敷の水質のはなし 

・倉敷の大気のはなし 

・倉敷の騒音のはなし 

・地球温暖化のはなし 

・環境監視センター・環境学習センター（施設見学） 

環境学習センター 440-5607 

※一部の講座では、プロジェクターなどをご用意いただく必要があります。 

 

  本市では、環境に関する出前講座のほか、まちづくりや防災などいろいろな 

講座を開催しています。詳しくは生涯学習課のホームページをご覧ください。 
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２ 環境教育施設の紹介 

（１）倉敷市環境学習センター 

倉敷市環境学習センターでは、体験型講座や施設見学（水素自動車、水素ステーション、展示・

図書コーナーなど）を通じて、環境について楽しく学ぶことができます。 

 小中学校、幼稚園・保育園、子ども会など各種団体の年齢層や利用目的にあわせた、様々なメニ

ューを用意していますので、ぜひ皆様お越しください。 

   

 

◇ エコライフチャレンジ（出前講座） 

小学4～6年生対象の出前講座で、①地球温暖化やエネルギーの大切さについて学び②一定期間中

に各自が家庭で省エネ等、学んだことを実践し③その成果をグループ討議後に発表します。 

▶令和5年度は、2つの小学校で13人に実施しました。 

※「認定ＮＰＯ法人おかやまエネルギーの未来を考える会」と共同実施 
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◇ エコサマースクール 

小学校の夏休み期間にあわせ、環境ＮＰＯ等と連携し、小学生親子を対象とした「環境」「エコ」

をテーマとした体験型の環境学習講座を行います。 

▶令和5年度は、22講座で1,710人（子ども752人）が受講しました。 

     

◇ その他環境講座 

秋のエコ講座や、自然体験講座も実施しました。 

     

◇ 所在地 

倉敷市水島東千鳥町1-50 

環境交流スクエア（水島愛あいサロン）西棟 

 

（２）倉敷市リサイクル推進センター 

倉敷市リサイクル推進センター（クルクルセンター）は、ごみ減量とリサイクルに関する情報拠

点、体験・学習、修理姿勢の機能を備えた、リサイクル推進啓発施設です。 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

環境学習センターのホームページへ 
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◇ リサイクル体験講座 

廃食用油からキャンドル作り、たたみべりを再利用した人形作りなど、リサイクル体験講座

を実施しています。 

 

 

  

  

 

 

◇ 所在地 

 倉敷市児島小川町3697-4 

 

（３）倉敷市立自然史博物館 

 倉敷市立自然史博物館では、自然環境に対する市民の意識を高めるため、自然観察会や博物館講

座など、各種の事業を行っています。次世代を担う子どもたちのために、高校生以下は入館料を無

料としています。 

 

◇ 自然観察会 

 倉敷市立自然史博物館友の会などと協力して様々なテーマで開

催しています。令和5年度は、「高梁川流域自然たんけん」「おかや

ま自然探訪」「倉敷みらい公園で生き物さがし」「夏だ！昆虫採集」

「ミズアオイ観察会」「身近な植物観察」「地学観察会」「ブッポ

ウソウ観察会」「楽しい魚採り」など計18回の自然観察会を開催し

ました。 

 

◇ まちかど博物館 

 広く一般の市民や観光客に自然や環境に対する興味を持っていた

だくため、高梁川流域連携中枢都市圏事業として、所蔵する岩石・鉱

物・化石・植物・昆虫・動物など、本物の標本を移動可能な展示セッ

トにしました。計60台作成しており、公共性の高い施設や市民、観光

客らが集う施設を対象として貸出しを行っています。 

 

◇ 所在地 

倉敷市中央2丁目6-1 自然史博物館のホームページへ 

自然観察会の様子 

展示セット一例 
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第２部 

 

環境施策の進捗状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部では、第三次環境基本計画の進行管理として、実施計画（    ）や政策ごとに 2～4 つ

設定している環境指標について、令和 5 年度の実績値、達成状況とその考察を掲載しています。  

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/35384.htm


１ 第三次環境基本計画の進行管理 

（１）第三次環境基本計画 

 第三次環境基本計画は、環境の保全、回復及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を

定めるとともに、市民や事業者などと協働して施策を進めるための指針となるものです。そして、

本計画に定められた「政策」や「施策」を効率的・効果的に実施するために必要な事業を明らか

にした具体的な計画として、実施計画を毎年度作成しています。 

 環境基本計画の達成状況は、市民アンケート結果や事業実績値を用いて、「政策」ごとに設定さ

れている「環境指標」の実績値を把握し、5 年及び 10 年後の目標値（めざそう値）との関係性か

ら、現在どのような状況であるか（めざそう値に近づいているのか、達成可能か等）を確認して

います。その結果をもとに、各事業の見直しや新規事業の検討を行っています。 

 

（２）環境指標の推移 

 各指標の令和 5 年度の実績値が、めざそう値に対してどのような状況であったか、また、それ

に対しての考察などを次ページ以降に掲載しています。目標への達成度合いによって、3 種類の

くらいふの表情により示しています。 

 なお、第七次総合計画欄に「★」の表記があるものは、市の最上位計画である倉敷市第七次総

合計画と共通の指標であることを示しています。 

 また、めざす方向性欄に右上矢印の表記があるものは、目標値よりも高い値をめざす指標、右

下矢印の表記があるものは、目標値よりも低い値をめざす指標であることを示しています。 

 

◇ 評価のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「１人１日当たりの家庭ごみ排出量」「事業ごみ（一般廃棄物）の年間排出量」「最終処分率」「産業部門での年間温

室効果ガス排出量」「世帯当たりの年間温室効果ガス排出量」「熱中症搬送患者数」については、値が小さくなるほ

ど目標値に近づくため、上の図とは反対になります。 

基準値(R元) 実績値 目標値(5年後)(R7) 目標値(10年後)(R12）

【目標に順調に近づいている】 

実績値が、計画策定時の値と目

標値を結んだ直線に達している 

【計画策定時以上となっている】 

実績値が、計画策定時の値と目標値

を結んだ直線に達していないが、計

画策定時の値以上となっている 

【目標から遠ざかっている】 

実績値が計画策定時の値より

悪くなっている 
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基本目標１：自然環境が守られ、環境と経済・社会とのバランスが保たれているまち 

◇政策① 豊かな自然環境を保全し、自然とのふれあいを促進します 
●身近なところで、生き物（動物、昆虫や植物など）にふれあえる場や機会（イベントを含む）があると思う人の割合 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

イベント参加者数などは増加しているため、イベント等の機会を知ることのできる広報
が広く届いてないと考えられる。 

今後の取組方針 
公式アプリや地元メディアの出演などのほか、親子連れをターゲットに関係団体に働き
かけるなど、市民への情報発信を工夫し、生き物にふれあえる機会を広報する。 

 

●自然にふれたり､学んだりする活動に参加している子どもの数 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

新型コロナウイルス感染症の影響も薄れ、自然の家での催事やキャンプ等の利用実績も
増加傾向にあり、全体の実績値も増加した。 

今後の取組方針 
希少生物の自生地の地元小学校の総合学習など、事業ごとに異なる様々なニーズへの対応
を図りながら、継続して実施する。 

 
◇政策② 環境・経済・社会の好循環の創出により、持続可能なまちづくりを推進します 

●環境マネジメントシステムを導入し、環境経営に取り組んでいる事業者の割合 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

SDGs パートナー企業に対し、エコアクション２１認証取得研修会の案内を送付するなど
し、環境マネジメントシステムを周知したためと考えられる。加えて、SDGs につながる
環境経営に関心のある企業が多いためと考えられる。 

今後の取組方針 
引き続き、研修会の案内送付や、エコアクション２１の登録更新にかかる費用の助成を実
施する。 

 

●倉敷市･高梁川流域ＳＤＧｓパートナーの登録数 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

住民向けのイベントや事業者向けセミナーを通して広く周知でき、パートナー同士の普
及にもつながったためと考えられる。 

今後の取組方針 
パートナーの強みやリソースを可視化し、パートナー間で取組が共有できる仕組みを構築
する。 

 

●企業が補助金を受けて行う、環境に配慮した研究・開発、設備投資の件数 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

脱炭素経営の考え方が大企業を中心に浸透しているものと考えられる。 

今後の取組方針 引き続き設備を更新する場合の補助要件である「環境負荷の軽減」を継続する。 
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基本目標２：潤いと安らぎ、歴史的・魅力的な景観を有しているまち 

◇政策③ まちの緑化を推進し、潤いと安らぎのある生活空間の充実を図ります 

●身近な地域の緑の量が多いと感じている人の割合 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

緑に触れ合う機会が減少しているものと考えられる。また、緑地の面積増が、緑の量の増
加を実感させるまでには至っていないものと考えられる。 

今後の取組方針 
魅力的な緑化イベントを実施する。また、公共施設の緑化や民有地緑化補助金を活用した
民有地の緑化を推進する。 

 
 
 

●都市公園の整備（１人当たりの面積） 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

街区公園を含め少しずつであるが、都市公園を整備しており、数値も微増ではあるが増
加している。 

今後の取組方針 
引き続き市民のニーズに即し、自然環境や景観に配慮した公園、災害時避難場所や防災機
能を備えた公園の整備を進める。 

 

◇政策④ 瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、伝統に根づいた風格のある美しい倉敷の景観づく

りを推進します 

●倉敷市の景観をよくする取組に関わりたいと思う人の割合 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

生活環境の多様化等により、時間を割いてまで景観の取組に携わりたいと思う人が少な
いと考えられる。 

今後の取組方針 
景観に配慮した建築計画となるように誘導し、良好な景観整備を進めることで、まちをよ
り良くしたいという気運を醸成する。 

 
 
 

●倉敷市の景観がよくなったと感じている人の割合 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

倉敷市都市景観条例に基づく届出、支援事業等の成果が出ているものと考えられる。 

今後の取組方針 今後も引き続き届出、支援事業等を活用した景観誘導を継続する。 
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基本目標３：水と空気と大地がきれいで、常に安全でおいしい水が届き、安心して暮らすことができるまち 

◇政策⑤ 良好な水環境、クリーンな大気環境の保全に努めます 

●河川海域のＢＯＤ・ＣＯＤ・全窒素・全りん環境基準適合率 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

海域における環境基準値付近で推移している水域の COD の 75％値がわずかに減少したた
め、昨年度より適合率が改善した。なお、法令及び環境保全協定に基づき、工場・事業
場に対して立入検査や行政指導により排水基準の遵守を指導した。 

今後の取組方針 
引き続き河川海域の水質監視を継続実施する。また、今後も事業者指導を継続し、水質
環境基準の達成率向上を目指す。加えて、生活排水による環境への影響を低減するた
め、環境保全推進員等への研修について継続実施する。 

 

●大気環境基準達成率 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

大陸の大気環境が改善傾向にあることから、越境する PM2.5 が減少したと推測される。 

今後の取組方針 引き続き大気環境を的確に把握し、市民にわかりやすい情報提供を行う。 

 

●汚水処理人口普及率 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

合併処理浄化槽設置基数は微増しているが、世帯当り人口の減少の方が上回っているた
め、浄化槽汚水処理人口が減少した。 

今後の取組方針 引き続き、下水道の整備、合併浄化槽の設置推進を行う。 

 

◇政策⑥ 快適な生活環境の確保に努めます 

●清掃活動に参加している人の割合 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

新型コロナウイルス感染症の流行を受け一時、各種清掃活動が中止・規模縮小し、依然
としてその影響があるためと考えられる。 

今後の取組方針 
引き続き、関係協力団体と連携し、参加を呼びかけるなどの活動によって参加意思のある
人々の掘り起こしを図る。 

 

●水道水を飲料水として直接飲んでいる人の割合（直接飲用率） 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

広報紙やホームページでの周知や小学校等での出張授業の実施、貯水槽を経由しない水
飲み場を整備、イベントでの利き水体験の実施によるものと考えられる。 

今後の取組方針 取組を継続するとともに、より効果的な啓発方法を検討する。    
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基本目標４：リデュース・リユース・リサイクルが徹底され、環境に配慮した循環型社会

が形成されているまち 

◇政策⑦ 廃棄物の発生抑制・再使用を進めます 

●１人１日当たりの家庭ごみ排出量 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

広報くらしきや各種チラシ等による周知啓発により、ごみ減量に向けた住民意識が醸成
されたものと考えられる。 

今後の取組方針 
引き続き、広報くらしきや各種ちらし、ホームページ等を活用してごみの減量化に向け
た意識の醸成を図る。 

 
 
 

●事業ごみ（一般廃棄物）の年間排出量 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた飲食店や商業施設等の経済活動が
依然として完全に回復していないことによる影響と考えられる。 

今後の取組方針 
事業ごみ排出状況がどう変化していくのかということにも着目し、効果的な事業ごみ減
量化の取組を進める。 

 

◇政策⑧ 廃棄物の適正な分別・リサイクルを進めます 

●リサイクル率 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

新型コロナウイルス感染症の流行を契機に協力団体の活動が停滞し、依然として感染症
流行前の水準に戻っていないためと考えられる。 

今後の取組方針 
引き続き、様々な媒体を活用した広報やイベント等を通じて分別の徹底を推進し、リサ
イクル率向上に努める。 

 
 
 

●最終処分率 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

資源循環型廃棄物処理施設での家庭ごみや焼却灰の処理により、ほぼ横ばいの状況を保
っていると考えられる。 

今後の取組方針 引き続き、ごみの減量、分別、資源化を推進し、最終処分率の低下に努める。 
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基本目標５：脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温暖化対策を推進しているまち 

◇政策⑨ 温室効果ガス排出量の削減に努めます 

●市全体から排出される温室効果ガスの削減割合 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

コロナ禍による需要減少を起因とした、鉄鋼業や化学工業など産業部門における排出量
の減少が大きく寄与したと考えられる。 

今後の取組方針 
再生可能エネルギー設備や環境性能に優れた自動車の導入促進を進め、温室効果ガス排
出量の削減に努める。 

 
 
 
 

●産業部門での年間温室効果ガス排出量 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

コロナ禍による需要減少を起因とした、鉄鋼業や化学工業など産業部門における排出量
の減少が大きく寄与したと考えられる。 

今後の取組方針 
再生可能エネルギー設備や環境性能に優れた自動車の導入促進を進め、温室効果ガス排
出量の削減に努める。 

 

 

 

 

●世帯当たりの年間温室効果ガス排出量 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

暖冬による暖房時のエネルギー需要の低減が大きく寄与したと考えられる。 

今後の取組方針 
再エネ設備の導入を促す補助事業の実施とともに、環境に配慮したライフスタイルの普
及啓発を行う。 

 
 
 
 

●太陽光発電システムの導入件数（10ｋＷ未満） 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

太陽光発電への理解が広がることに加え、当市の補助事業における導入促進効果も大き
く寄与したと考えられる。 

今後の取組方針 
太陽光発電によるエネルギーコストの削減効果を中心に、補助制度の更なる拡充や啓発
に努めていく。 
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◇政策⑩ 地域特性に応じた適応策を実施します 

●熱中症搬送患者数 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

倉敷市においても平均気温が平年よりかなり高い結果となったことに加えて、新型コロ
ナウイルス感染症が５類に引き下げられたことで、日常生活が戻ってきたため、人流増
加に伴い、熱中症搬送件数が増加したと考えられる。 

今後の取組方針 
熱中症予防について、様々な機会(救命講習会、幼児健診等の保健事業、ポスター掲示、
ホームページやＳＮＳ、マスメディアを活用した発信等）を通じて、普及啓発に努め
る。 

 
 
 

●自主防災組織カバー率 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

継続的な出前講座等の啓発事業により、自主防災組織の必要性への理解が進んでいるも
のと考えられる。 

今後の取組方針 
出前講座等を活用して自主防災組織のさらなる結成促進と活動活性化を支援するため、
継続して啓発を行う。 

 

 

共通目標：５つの基本目標を達成するための「人づくり」 

◇政策⑪ 環境意識を持ち行動できる人を育てます 

●環境学習満足度 

第七次総合計画 ★  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

出前講座を中心とした講座内容改善の影響が考えられる。 

今後の取組方針 継続して実施する。 

 
 
 

●環境教育・環境学習講座受講者数 

第七次総合計画 －  

めざす方向性  

進捗状況  

進捗状況の要因として
考えられること 

新型コロナウイルス感染症の影響により、出前講座や施設見学などの依頼が控えられた
ためと考えられる。 

今後の取組方針 
新型コロナウイルス感染症に留意しつつ、出前講座や施設見学を実施する。また、講座
内容を見直すなどして、受講者数増加につなげる。 
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環境指標の傾向 

 各政策の環境指標の傾向をまとめると次の表のとおりです。「目標から遠ざかっている」ものの

原因は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響と考えられるものが多い状況ですが、コロナ

対策を講じながら、可能な限りイベント等を開催するなどして、市民の環境意識の向上や行動変

容を図っています。 

 
「目標に順調に

近づいている」 

「計画策定時以上

となっている」 

「目標から遠ざかっ

ている」 

基本目標１ 「自然環境が守られ、環境と経済・社会との

バランスが保たれているまち」 
４指標 ０指標 １指標 

基本目標２ 「潤いと安らぎ、歴史的・魅力的な景観を有し

ているまち」 
１指標 １指標 ２指標 

基本目標３ 「水と空気と大地がきれいで、常に安全でお

いしい水が届き、安心して暮らすことができるまち」  
１指標 ３指標 １指標 

基本目標４ 「リデュース・リユース・リサイクルが徹底され、 

環境に配慮した循環型社会が形成されているまち」 
３指標 ０指標 １指標 

基本目標５ 「脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温

暖化対策を推進しているまち」 
４指標 １指標 １指標 

共通目標  「５つの基本目標を達成するための「人づくり」」 １指標 ０指標 １指標 

基本目標１～５及び共通目標の総合計（全２６指標） １４指標 ５指標 ７指標 

 

★倉敷市環境保全基金にご寄附をいただきました（令和５年度） 

 

マックスバリュ西日本株式会社（現 株式会社フジ） 様 

 

 

 

 

 

 

 

★LINE スタンプ販売中です！ 

本市では、環境に興味をもっていただくきっかけになることを目的とし、ＬＩＮＥス

タンプの販売をしています。複数種類販売しており、自治体初の環境メッセージ付き

ＬＩＮＥアニメーションスタンプもあります。 

ぜひ購入してください。 

なお、販売利益は環境保全基金に積み立て、環境保全施策の推進に活用させていただ

きます。 

 

 

環境保全基金の詳細や、過去にご寄附いただいた方に 

ついてはこちらから 

いただいたご寄附につきましては、環境学習素材の制作、

環境保全に関する出前講座など、環境保全に関する事業に

活用させていただいております。 

本当にありがとうございました。 

LINE スタンプについてはこちらから 
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